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レンタルスペース一時使用契約約款 

本レンタルスペース一時使用契約約款（以下、本一時使用約款という）は、賃貸人：株式会

社ライブラボ（以下、甲という）が賃借人（以下、乙という）に甲の所有または管理する物

件において、提供する全ての使用レンタルスペース（以下、物件という）に関わる一切の一

時使用契約に適用される。 

 

第1条 （契約の締結） 

１． 乙は、甲指定の申込方法を用いて、本一時使用約款を確認し、甲が承諾したうえで、

本人確認・鍵の引渡し（ダイヤル番号の通知を含む）の完了をもって、レンタルス

ペース一時使用契約（以下、本契約という）の締結とし、物件の使用料は、「レンタ

ルスペース一時使用申込書兼契約書・保証委託申込書兼契約書」（以下、申込書兼契

約書という）記載、またはＷｅｂ上にてご契約の申込みを行う際にＷｅｂ上の申込

画面で確認できる「お見積り」（以下、「見積り表示」という）に表記されたとおり

とする。 

２． 本契約の前提として、乙は、甲が指定する保証会社（以下、丙という）と保証委託

契約（以下、「本保証委託契約」という。保証料は①②のとおり）を締結しなければ

ならない。 

① 乙は丙に対し、申込書兼契約書に記載、または見積り表示に表記された初回保

証手数料を本保証契約締結時に支払うものとする。 

② 乙は丙に対し、本保証委託契約締結時より本契約が終了するまでの間、申込書

兼契約書に記載、または見積り表示に表記された保証料を毎月、丙の指定する

方法に従い支払うものとする。 

③ 初回保証手数料及び保証料は本契約終了後も返還しない。 

３． 本契約に基づく契約期間は、1年間とする。甲または乙により、書面にて更新終了

（以下、解約という）の意思表示が契約期間満了の 1ヶ月前迄にない場合、本契約

は従前と同一条件にて自動更新される。 

４． 甲乙丙は、本契約が動産物一時保管使用による一時使用契約と認識し、借地借家法

の適用が無いことを確認する。 

第2条 （使用料等支払い方法） 

１． 乙は、本契約の申込において以下の支払方法に従い毎月の支払を行うものとする。 

① 【口座振替の場合】 

I. 乙は、甲が請求（電子データによる請求も含む。）する使用料（以下、「使

用料」という。）、及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用（管

理手数料等）等合計の金員（以下、「固定費用」という。）を甲の指定する

集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月 27 日（銀行休業

日の場合は翌営業日）に支払うものとする。 

II. 丙の口座振替による収納代行手数料：金 330円（消費税含）は、乙の負担
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とする。 

III. 預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲または

丙の指示により、丙に対し、口座振替予定額を支払うものとする。この場

合、支払時に丙の手数料として金 1,320 円（消費税含）を乙は負担する。 

② 【クレジットカード払いの場合】 

I. 乙は、クレジットカードによる支払いを選択した場合、固定費用をカード

発行元の規定により支払うものとする。 

II. 乙のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、乙は、直ちに

甲または丙の指示により、丙に対し、クレジットカード決済予定額を支払

うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として金 1,320 円（消費税

含）を乙は負担する。 

２． 契約期間中に乙が支払った金員は返還しないものとする。 

３． 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての

課税対象料金（固定費用、収納代行手数料、事務手数料等）の消費税額は全て改正

税率によるものとする。 

４． 本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著

しく不相応となったときは、甲はこれを変更できるものとする。 

５． 甲は本契約において乙より受領した一切の金員について、領収書を発行しないもの

とする。 

第3条 （収納物管理責任） 

１． 乙は毎月一回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。 

２． 乙は物件内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。また、乙の依頼若しく

は承諾による乙の家族・友人・知人等による収納物搬入出においても同様に乙の責

任とする。 

３． 乙は物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。 

第4条 （通知義務） 

１． 乙は、本契約の終了する（終了事由を問わない。）までの間、現住所の変更または、

連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲及び丙に書面にて通知し、甲丙の確認（承

諾）を得なければならない。 

２． 乙は、物件に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。 

３． 乙は、乙の物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡のうえ物件

管理に協力する。 

第5条 （連絡） 

１． 甲または丙から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲または丙に届け出た住所

に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲または丙に届

け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発

信をもって、乙が甲または丙に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合

には、そのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙
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はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。 

第6条 （禁止収納物） 

１． 乙は、物件内に次の動産類等を収納してはならない。 

① 現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属・金庫等金銭に代わる物。 

② 自動二輪（事前申告の場合は除く）・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。

但し、バイクコンテナは自動二輪全てを除く。 

③ 和服・美術品等の高価な動産類、その他、乙において重要性の高い書類・各種

データ・日記・写真等。 

④ 揮発性・発火性を有する動産（シンナー・ガソリン・石油等の物品）・ペンキ・

建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生

する或いはその可能性のある物品。 

⑤ 刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法

な物品。 

⑥ 動物・植物等の生物、不潔な物品。 

⑦ 湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。 

⑧ 定価総額 30 万円を超える動産類（物件内に保管する動産の定価の合計額が 30

万円を超えることをいう。）。1点または 1組で定価 10 万円を超える動産類。 

⑨ その他、甲が個別に収納を禁止する旨を通知または現地に掲示した一切の物品。 

第7条 （禁止事項） 

１． 乙は、乙の依頼あるいは乙の承諾による乙の家族・友人・知人等による次の行為を

してはならない。 

① 物件内または物件所在地による営業及び軽作業。 

② 物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する事。 

③ 物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。 

④ 物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する事。 

⑤ 物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る行為、

または与える行為。 

⑥ 物件および物件所在地にて、喫煙ならびに火気を使用する事。 

⑦ 物件および物件所在地に、長時間滞在や宿泊、居住をする事。 

⑧ その他甲が個別に行うこと禁止する旨を通知または現地に掲示した一切の行

為。 

第8条 （損害の補填） 

１． 本契約に基づく物件所在地において、乙または乙依頼による乙の家族・友人・知人

等による収納物の搬入出時に、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を

破損した場合、乙は、その損害の責を全て負う事を承諾する。また、第 6条及び第

７条による損害が発生した場合においても、乙はその責を全て負う事を承諾する。 

第9条 （解約・明渡し） 

１． 乙は、毎月末締め 1ヶ月前予告（解約月の前月末日迄）により、本契約を解約でき
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る。尚、追加分（任意付帯）のみの中途解約についても同様とする。 

２． 本条 1項による本契約の解約若しくは第 10 条による解除はその意思表示を行った

月の翌月末日付（以下、明渡し返還期日という）で効力が生じるものとし、同日ま

でに、乙は本契約に基づき物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならな

い。 

３． 乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことが

できるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。 

４． 本条 2項の明渡し返還期日を 5日以上経過しても、同物件内に収納物または残置物

が有った場合、及び本条 2項の明渡し返還期日を 3日以上経過しても甲が乙に引き

渡した鍵の一式（カードキーを含む）を甲に返却しない場合の、いずれかに該当す

る場合、本解約は取消・無効となり、甲及び乙は、本契約を自動的に継続するもの

とする。 

５． 解約（解除）月においては、常に末日締めとするため日割り使用料等の精算は行わ

ない。 

６． 契約解除の際は、解約月の翌月末日を経過しても物件内に残置した保管物について、

乙は物件内保管物のその所有権を放棄するものとする。 

第10条 （契約の解除） 

乙に次の記載する事由の 1つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上

で本契約を、解除する事ができる。但し、本条 1項・2項・4項・5項・6項・7項の場

合には甲は乙に催告なく本契約を解除できる。契約解除後、甲または丙は合鍵またはそ

の他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、

物件の収納物の一切を本契約第 14条の規定または、乙丙間の保証委託契約約款第 14条

による譲渡担保の実行として、処分することができる。なお、この場合においては前条

3項より同 6項までの規定を準用する。 

１． 第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立てまたは、

公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。 

２． 破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生 ADR の申立て

があったときまたは、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。 

３． 甲または丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話（携帯電話含む）・緊急連絡先・

勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。 

４． 乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便

物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測または確認できたとき。 

５． 住所不明により 1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。 

６． 乙が本契約に基づく、固定費用を 2ヶ月分以上滞納したとき。また、丙が保証債務

の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額（未払額）が毎月固定費用の 2ヶ

月分以上になったときも本項における「毎月の固定費用2ヶ月分以上滞納したとき」

に該当するものとする。 

７． 暴力団または犯罪組織の構成員または準構成員であると認められるとき、暴力団ま
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たは犯罪組織の構成員または準構成員と認められる者のために本物件を使用した

とき、及び捜査機関から物件の捜査を受けたとき。 

８． その他本契約に定める条項に 1つでも違背したとき。 

第11条 （破錠・施錠・物件内の立入等） 

１． 本契約の解約（解除含む）後、若しくは本契約条項の 1つでも違背した場合、甲丙

は何等催告なく乙の物件において、第 15 条で規定する譲渡担保の実行の一環とし

て、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠すること

ができ、乙は何等の責を甲丙に請求しない。 

２． 甲または甲の指定する業者が物件の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・

危険物管理、その他の理由により物件内に立入る事を要する場合には、甲は乙に催

告することを要せず立入ができる。 

３． 甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本物件を移

動し、または施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。 

第12条 （契約の消滅） 

１． 天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行す

ることが出来ない場合には、予告期間を要せずに、甲乙丙は本契約が当然に消滅す

る事を確認承諾する。 

第13条 （免責） 

１． 次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害

（付随する二次的な損害を含む。）の賠償を請求することができないものとする。 

① 温度・湿度の変化により、収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び火災・

地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した

場合。 

② 第三者より受けた、盗難・事故による損傷または損害。 

③ 公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の

物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。 

④ 本契約第 6条にあげる動産類等を収納していた場合。 

第14条 （集合物譲渡担保の予約） 

１． 本契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲

を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担

保の予約を締結する。 

① 同集合物譲渡担保契約の極度額は金 30 万円とし、債権の範囲は乙が本契約に

基づく甲への、固定費用遅延を含む一切の債務とする。 

② 本契約第 10 条に記載の事由に 1 つでも違背した場合、甲は乙に対し、予約完

結の意思表示をする事ができる。但し、第 10 条 4項、5項の場合、乙は当然に

予約が完結される事を予め承諾する。 

第15条 （集合物譲渡担保の実行等） 

１． 甲は、第 14 条 1 項②号の予約完結権の行使が行われた後、物件内の動産類を、任
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意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対す

る債務（処分費用含む）に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。 

第16条 （損害賠償の限度額） 

１． 甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は 30 万円までとし、

その限度額を超える賠償額については免責されるものとする 

第17条 （約款の保管） 

１． 甲及び乙並びに丙は、自己の責任と負担において、本契約約款を保管するものとす

る。 

第18条 （合意管轄裁判所） 

１． 甲乙間に紛争が生じた場合は、管轄裁判所を東京地方裁判所とする事を甲、乙合意

する。 

 

特約事項 

特約第1条  乙は、現地の警報機誤操作や各扉の閉め忘れ、敷地・施設内への車輌や物品の放

置、汚損や破損等の乙に起因する理由により、警備会社の緊急要員が現地に出動

した場合、緊急出動費用として１回につき金 11,000 円（税込）と、その解決に要

した費用を甲に支払わなければならない。 

特約第2条 甲及び乙は、レンタルスペースの区画変更ならびに名義人を変更する際は、新規

契約となる事を承諾する。 

特約第3条 乙は、甲が設定した割引等のキャンペーンの適用条件として、一定期間乙が賃借

することをその適用の条件として定めていた場合、適用を受けた割引分に相当す

る金員を負担しない限り、定められた期間を経過せずに乙の都合による解約を行

うことができない。 

 

＜制定・改定＞ 

2023 年 4 月 1日 制定 

 


